
★ 就労の状況...    ○ 母子家庭の約81%、父子家庭の約91%が就労

（海外のひとり親家庭の就業率) 

　   アメリカ(73.8%)、イギリス(56.2%)、フランス(70.1%)、イタリア(78.0%)、 オランダ(56.9%)、ドイツ(62.0%)

　　OECD平均(70.6%)　※OECD「Babie and Bosses」より(2005年)

 ○ 就労母子家庭のうち、「正規の職員・従業員」は39%、「パート・アルバイト等」は47%
     就労父子家庭のうち、「正規の職員・従業員」は67%、「パート・アルバイト等」は8%

★ 収入の状況

 ○ 母子家庭の母自身の平均年収は223万円 (うち就労収入は181万円)、
     父子家庭の父自身の平均年収は380万円(うち就労収入は360万円)  
 
 ○ 生活保護を受給している母子世帯及び父子世帯はともに約1割

         離婚母子家庭        離婚父子家庭

・養育費の取り決めをしている              約38%            約18%
・養育費を現在も受給している :              約20%            約 4% 
・面会交流の取り決めをしている              約23%            約16% 
・面会交流を現在も行っている              約28%             約37%  

母子家庭と父子家庭の現状２. 平成23年度全国母子世帯等調査

★ 養育費と面会交流の状況　
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